
 
 

 

 
 
 
 

吸収合併に係る事後開示書面 
（会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に基づく書面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026 年１月 31 日 
 

インフロニア・ホールディングス株式会社 
  



 
 

 

2026 年１月 31 日 
 

東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2 号 
インフロニア・ホールディングス株式会社 

代表執行役社⻑ 岐部 一誠 

吸収合併に係る事後開示書類 

インフロニア・ホールディングス株式会社（以下「吸収合併存続会社」といいます。）は、インフロニ
アデジタルソリューション株式会社 （以下「吸収合併消滅会社」といいます。）との間で締結した 2025 年
10 月６日付吸収合併契約に基づき、2026 年１月 31 日を効力発生日として、吸収合併（以下「本合併」
といいます。）を行いました。よって、会社法第 801 条第１項及び会社法施行規則第 200 条に基づき、下
記のとおり本合併に関する事後開示をいたします。 

記 

1. 吸収合併が効力を生じた日 
2026 年１月 31 日 
 

2. 吸収合併消滅会社における手続の経過 
(1) 反対株主の差止請求（会社法第 784 条の 2） 

吸収合併消滅会社は、吸収合併存続会社の完全子会社であったため、反対株主の差止請求につ
いて該当事項はありません。 

(2) 反対株主の株式買取請求（会社法第 785 条） 
吸収合併消滅会社は、吸収合併存続会社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請求
について該当事項はありません。 

(3) 新株予約権買取請求（会社法第 787 条） 
吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行しておらず、該当事項はありません。 

(4) 債権者の異議（会社法第 789 条） 
吸収合併消滅会社は、会社法第 789 条第２項の規定により、2025 年 12 月１日付で官報にて公
告及び知れている債権者に各別に催告を行いましたが、所定の期間内に同条第１項の規定によ
る異議を述べた債権者はありませんでした。 

 
3. 吸収合併存続会社における手続の経過 

(1) 反対株主の差止請求（会社法第 796 条の２） 
吸収合併存続会社において、本合併は会社法第 796 条第２項に基づく簡易合併であるため、該
当事項はありません。 

(2) 反対株主の株式買取請求（会社法第 797 条） 
吸収合併存続会社において、本合併は会社法第 796 条第２項に基づく簡易合併であるため、該



 
 

 

当事項はありません。 
(3) 債権者の異議（会社法第 799 条） 

吸収合併存続会社は、会社法第 799 条第２項の規定により、2025 年 12 月１日付で官報及び電
子公告にて、債権者に対し、本合併に対する異議申述の催告を行いましたが、所定の期間内に同
条第１項の規定による異議を述べた債権者はありませんでした。 

 
4. 本合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

吸収合併存続会社は、本合併の効力発生日である 2026 年１月 31 日をもって、吸収合併消滅会社の
資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました。 

 
5. 会社法第 782 条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面 

別紙のとおりです。 
 
6. 会社法第 921 条の変更の登記をした日 

2026 年２月２日（予定） 
 
7. その他吸収合併に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
 

以上 
  



 
 

 

 
 
 
 

吸収合併に係る事前開示書面 
（吸収合併存続会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づく書面） 
（吸収合併消滅会社：会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づく書面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 年 12 月１日 
 

インフロニア・ホールディングス株式会社 
インフロニアデジタルソリューション株式会社 

  

別紙 



 
 

 

2025 年 12 月１日 
 

東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2 号 
インフロニア・ホールディングス株式会社 

代表執行役社⻑ 岐部 一誠 
 

東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2 号 
インフロニアデジタルソリューション株式会社 

代表取締役   榎原 尚徳 

吸収合併に係る事前開示書類 

インフロニア・ホールディングス株式会社（以下「吸収合併存続会社」といいます。）及びインフロニ
アデジタルソリューション株式会社（以下「吸収合併消滅会社」といいます。）は、それぞれ取締役会の
決議を経て、両者間で 2025 年 10 月６日付吸収合併契約を締結し、2026 年１月 31 日を効力発生日とす
る吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことといたしました。よって、会社法第 794 条第 1 項
及び会社法施行規則第 191 条、並びに会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づき、下
記のとおり本合併に関する事前開示をいたします。 

なお、本合併は、完全親子会社間の無対価合併につき、吸収合併存続会社においては会社法第 796 条
第 2 項に定める簡易合併、吸収合併消滅会社においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併となり
ます。 

記 

1. 吸収合併契約の内容 
別紙 1 のとおりです。 
 

2. 合併対価の定めの相当性に関する事項 
完全親子会社間の合併につき、本合併において合併対価の交付は行いません。 
 

3. 新株予約権の定めの相当性に関する事項 
当該事項はありません。 
 

4. 計算書類に関する事項 
(1) 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等 

吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出しております。最終事
業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に
関する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

 



 
 

 

(2) 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 
吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等については、別紙 2 のとおりです。 

 
5. 最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

(1) 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 
 
① 三井住友建設株式会社株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動 

吸収合併存続会社は、2025 年５月 14 日、三井住友建設株式会社（コード番号：1821、株式
会社東京証券取引所プライム市場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者
株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）
に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、
2025 年８月６日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けの結果、2025 年
９月 26 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は吸収合併存続会社の連結子会社
となりました。本公開買付けの結果及び子会社の異動に関する詳細については、別紙３のと
おりです。 
 

② 剰余金の配当 
吸収合併存続会社は、(i) 2025 年５月８日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 6 月６
日を効力発生日として、吸収合併存続会社普通株式 1 株につき金 30 円 00 銭（総額 7,835
百万円）、吸収合併存続会社第 1 回社債型種類株式 1 株につき金 65 円 00 銭（総額 1,300 百
万円）の剰余金の配当 （期末配当）を行いました。また、吸収合併存続会社は、(ii) 2025 年
11 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 12 月 11 日を効力発生日として、吸収
合併存続会社普通株式 1 株につき金 30 円 00 銭（総額 7,841 百万円）、吸収合併存続会社第
1 回社債型種類株式 1 株につき金 65 円 00 銭（総額 1,300 百万円）の剰余金の配当 （中間配
当）を行う予定です。 

 
(2) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

吸収合併消滅会社の最終事業年度（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日）の末日後に発生
した重要な財産の処分、重要な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象は
ありません。 

 
6. 債務の履行の見込に関する事項 

本合併の効力発生日までに生じる吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の資産及び負債の額の変
動を考慮しても、本合併の効力発生日以降も吸収合併存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回
ることが見込まれております。よって、本合併の効力発生日以後の吸収合併存続会社の債務について、
履行の見込があるものと判断いたします。 
 

7. 備置開始後の変更に関する事項 



 
 

 

事前開示開始日後に以上に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の当該事項を直ちに開示い
たします。 

以上 
  



別紙 1 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



別紙 2 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 

 

 



別紙 3 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


